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【お問い合わせ】　適職発見プロジェクト事務局　運営企業：㈱求人おきなわ　☎860-8900

わたしの適職発見わたしの適職発見わたしの適職発見 ～就職フェア（オフィスのお仕事）～～就職フェア（オフィスのお仕事）～
対　象　求職者
場　所　沖縄コンベンションセンター
日　時　1月18日（水）13:30～17:00（受付／13:00より随時）
内　容　★IT・コールセンター・BPOの業界に特化した就職説明会・面接会
　　　　　★未経験・無資格でもＯＫ
　　　　　★正社員、正社員登用制度がある契約社員の募集（バイト・パートの募集も有ります）
　　　　　★応募前の職場見学が可能（見学後に応募する・しないを決められます）

参加費は
無料だりん♪

　正式な呼び名は「母子保健推進員」と言います。母推さんは、乳幼児健診の補助やベビースクールでの
託児や受付などを行っています。また、赤ちゃん（生後4か月前後）のいる家庭を訪問し、育児に必要な情報
提供や子育ての悩みや相談をうけて行政へつなぐというパイプ役を担っており、西原町の母子保健事業を
推進する上で欠かせない存在です。

●乳幼児健診での身体測定・補助
●ベビースクールでの託児及び受付
●定例会（1回／月）や研修会への参加等

●若干名

●1月 31日（火）

未来を担う子どもたちを
一緒に支えていきませんか？
未来を担う子どもたちを
一緒に支えていきませんか？
未来を担う子どもたちを
一緒に支えていきませんか？

母推さ
ん

募集！

母推さんてどんな人たち？

何をするの？ 何名募集しているの？

いつまで募集しているの？

【お問い合わせ】　福祉部健康推進課　母子保健係　☎945-4791

【お問い合わせ】　総務部町民課  年金係　☎945-5012　　日本年金機構  浦添年金事務所　☎877-0343

子どもが大好きな方、地域活動に興味がある方、ぜひ西原町の未来ある
子どもたちと保護者を支える母子保健推進員として活動しませんか。

【お問い合わせ】　福祉部健康推進課　母子保健係　☎945-4791

20歳になったら国民年金20歳になったら国民年金
国民年金とは、老後やいざという時の生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた
制度です。20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める義務があります。

新成人の
みなさまへ

◎将来の大きな支えになります
　年金の給付は国が責任をもって運営するため、
　生涯にわたって保障されます。

◎老後のためだけのものではありません
　年をとったときに受給できる老齢年金のほか障害年金や
　遺族年金があります。

保険料の納付が「猶予」される時があります！

詳細は、下記までお問い合わせください。

制　　　　度 　　　　　　適　用　の　条　件 　　　　　　　　　　　 　　　対　　　　象

学生納付特例制度　　　ご本人の所得が一定額以下

保険料納付猶予制度　　ご本人及び配偶者の所得が一定額以下

大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、その他
各種学校（就業年限１年以上ある課程）に通学している方

学生でない50歳未満の方

・就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までひとつのセミナーでしっかりサポート！
・個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポートします！

2月 16日（木）
3月 7日（火）

1月 26日（木）

1月

2月

3月

11日（水）
12日（木）
16日（月）
18日（水）
9日（木）
17日（金）
21日（火）
22日（水）
27日（月）

メイク＆コーディネートの基本　～第一印象が変わる！～
就職活動の進め方　基本のき ～何をどんな風に進めたらいいの？～
ビジネススキルアップ　～仕事に差が出るメモ＆手帳術～
ストレスをためない考え方　～自分の考え方の癖を知ろう～

2日（木）
15日（水）
17日（金）

就職活動の進め方　基本のき ～何をどんな風に進めたらいいの？～
メイク＆コーディネートの基本　～第一印象が変わる！～
ハッピーに過ごす為の時間管理術

就職活動の進め方　基本のき ～何をどんな風に進めたらいいの？～
自己分析①　～適職発見編～
【若年者向け】就職活動の進め方　対象：概ね15歳～25歳の方
就活に役立つカラーコーディネート術
自己分析②　～自己PRの書き方編～

就活のための講座を開催中！就活のための講座を開催中！

※スキルアップ講座、就職セミナー受講には事前申込（電話)が必要です。申込後にキャンセルする場合は必ずご連絡ください。
※西原町雇用サポートセンターでの相談・セミナー受講は、ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。

※２月以降の日程に関しては講座が追加開催される場合があります。

　障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受給することができます。また遺族年金は、加入者が死亡した
場合、加入者によって生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受給することができます。


